
お問合せ先：岡崎市住宅計画課居住支援係 

電話 0564-23-6880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本市では、住宅の確保が難しい方に対する賃貸住宅の供給を促進する

ため、大家様が所有する賃貸住宅を改修する際、費用の一部を補助して

います。  

詳しくは【別紙１】をご確認いただき、ご不明な点は岡崎市住宅計画

課へお問い合わせください。  

このほか、住宅の確保が難しい方の入居時に要する初期費用等の低減

を図るため家賃債務保証料低廉化補助も実施しています【別紙１】  

 

令和４年度  住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業費補助金等のご案内  

所有される  

賃貸住宅を  

改修する際  

 

 
１戸当たり  

改修費用の  

補助します! 
万円 

対象改修工事のイメージ例 

 

現在ある設備を以下の設備に取り替える工事も補助対象となります  

掃除しやすいトイレ  

 

またぎ高さの低い浴槽  大型な台所  
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